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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発信側の通信端末から着信側の通信端末に発信する際に、該発信側の通信端末に入力さ
れる電話番号が、該着信側の通信端末が加入契約するキャリアが変更される前後において
同一であるナンバーポータビリティに対応可能な相互接続契約判定システムであって、
　前記発信側の通信端末が現在位置しているエリアに対応する在圏交換機が、前記発信側
の通信端末より、前記着信側の通信端末宛てにショートメッセージの転送を要求するため
のショートメッセージ発信信号を受信した場合に、前記着信側の通信端末が加入契約する
キャリアを判定し、
　該判定されたキャリアと前記発信側の通信端末が加入契約するキャリアとの間のショー
トメッセージサービス相互接続契約の有無を判定した結果、該ショートメッセージサービ
ス相互接続契約有りと判定された場合にのみ、ショートメッセージの蓄積及び転送の中継
を行うショートメッセージセンタに、前記ショートメッセージ発信信号を転送する相互接
続契約判定システムにおいて、
　前記在圏交換機は、
　前記ショートメッセージ発信信号を受信した場合に、前記着信側の通信端末の電話番号
を含んだルーティング問合せ信号を、
　前記着信側の通信端末を識別する情報であって、かつ、前記着信側の通信端末が加入契
約するキャリアの変更に伴って変更される情報である加入者識別情報と、前記着信側の通
信端末の電話番号と、を対応付けて管理する加入者情報管理装置に送信する問合せ手段と
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、
　前記問合せ手段により送信したルーティング問合せ信号に応答して、前記加入者情報管
理装置より受信したルーティング応答信号に含まれる加入者識別情報を取得する加入者識
別情報取得手段と、
　前記加入者識別情報取得手段により取得した加入者識別情報に基づいて、前記着信側の
通信端末が加入契約するキャリアを判定する発信時キャリア判定手段と
　を備え、
　前記在圏交換機は、前記発信時キャリア判定手段による判定結果に基づいて、前記ショ
ートメッセージサービス相互接続契約の有無を判定することを特徴とする相互接続契約判
定システム。
【請求項２】
　前記ショートメッセージセンタより、前記着信側の通信端末の電話番号を含んだショー
トメッセージ着信信号を受信した場合に、前記加入者情報管理装置に送信したルーティン
グ問合せ信号に応答して、受信したルーティング応答信号に含まれる加入者識別情報に基
づいて、前記着信側の通信端末が加入契約するキャリアを判定する着信時キャリア判定手
段を備える関門交換機をさらに含み、
　前記関門交換機は、
　前記着信時キャリア判別手段により判定された前記着信側の通信端末が加入契約するキ
ャリアと、前記発信側の通信端末が加入契約するキャリアとの間のショートメッセージサ
ービス相互接続契約の有無を判定した結果、該ショートメッセージサービス相互接続契約
有りと判定された場合にのみ、前記ショートメッセージ着信信号を前記着信側の通信端末
が現在位置しているエリアに対応する在圏交換機に転送することを特徴とする請求項１に
記載の相互接続契約判定システム。
【請求項３】
　発信側の通信端末から着信側の通信端末に発信する際に、該発信側の通信端末に入力さ
れる電話番号が、該着信側の通信端末が加入契約するキャリアが変更される前後において
同一であるナンバーポータビリティに対応可能な相互接続契約判定装置であって、
前記発信側の通信端末が現在位置しているエリアに対応する在圏交換機が、前記発信側の
通信端末より、前記着信側の通信端末宛てにショートメッセージの転送を要求するための
ショートメッセージ発信信号を受信した場合に、前記着信側の通信端末が加入契約するキ
ャリアを判定し、
　該判定されたキャリアと前記発信側の通信端末が加入契約するキャリアとの間のショー
トメッセージサービス相互接続契約の有無を判定する相互接続契約判定装置において、
前記在圏交換機は、
前記発信側の通信端末より送信された、前記着信側の通信端末宛てにショートメッセージ
の転送を要求するためのショートメッセージ信号を受信した場合に、前記着信側の通信端
末の電話番号を含んだルーティング問合せ信号を送信する問合せ手段と、
　前記問合せ手段によりルーティング問合せ信号を送信したことにより受信したルーティ
ング応答信号に含まれる、前記着信側の通信端末を識別する情報であって、かつ、前記通
信端末が加入契約するキャリアの変更に伴って変更される情報である、加入者識別情報を
取得する加入者識別情報取得手段と、
　前記加入者識別情報取得手段により取得した加入者識別情報に基づいて、前記着信側の
通信端末が加入契約するキャリアを判定するキャリア判定手段とを備え、
　前記キャリア判定手段による判定結果により、前記ショートメッセージサービス相互接
続契約の有無を判定することを特徴とする相互接続契約判定装置。
【請求項４】
　前記キャリア判定手段による判定結果に基づいて、前記ショートメッセージサービス相
互接続契約の有無を判定した結果、該ショートメッセージサービス相互接続契約有りと判
定された場合にのみ、前記受信したショートメッセージ信号を前記着信側の通信端末宛て
に転送することを特徴とする請求項３に記載の相互接続契約判定装置。
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【請求項５】
　発信側の通信端末から着信側の通信端末に発信する際に、該発信側の通信端末に入力さ
れる電話番号が、該着信側の通信端末が加入契約するキャリアが変更される前後において
同一であるナンバーポータビリティに対応可能な相互接続契約判定方法であって、
前記発信側の通信端末が現在位置しているエリアに対応する在圏交換機では、前記発信側
の通信端末より、前記着信側の通信端末宛てにショートメッセージの転送を要求するため
のショートメッセージ発信信号を受信した場合に、前記着信側の通信端末が加入契約する
キャリアを判定し、
　該判定されたキャリアと前記発信側の通信端末が加入契約するキャリアとの間のショー
トメッセージサービス相互接続契約の有無を判定する相互接続契約判定方法において、
　前記在圏交換機によるキャリア判定にあたっては、
前記発信側の通信端末より送信された、前記着信側の通信端末宛てにショートメッセージ
の転送を要求するためのショートメッセージ信号を受信した場合に、前記着信側の通信端
末の電話番号を含んだルーティング問合せ信号を送信する問合せステップと、
　前記問合せステップにおいてルーティング問合せ信号を送信したことにより受信したル
ーティング応答信号に含まれる、前記着信側の通信端末を識別する情報であって、かつ、
前記通信端末が加入契約するキャリアの変更に伴って変更される情報である、加入者識別
情報を取得する加入者識別情報取得ステップと、
　前記加入者識別情報取得ステップにおいて取得した加入者識別情報に基づいて、前記着
信側の通信端末が加入契約するキャリアを判定するキャリア判定ステップと
　を備え、
　前記キャリア判定ステップにおける判定結果により、前記ショートメッセージサービス
相互接続契約の有無を判定することを特徴とする相互接続契約判定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信ネットワークにおけるショートメッセージサービス発着信制御にお
いて、ナンバーポータビリティに対応したショートメッセージサービス相互接続契約判定
を行う相互接続契約判定システム、相互接続契約判定装置、及び、相互接続契約判定方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、移動通信ネットワークにおける通信サービスのひとつとして、ショートメッ
セージサービス（ＳＭＳ；Short message service）が提供されている。ショートメッセ
ージサービスとは、通信端末間において、ショートメッセージと呼ばれる一定長のテキス
トデータを送受信するメッセージ交換サービスである。
　ショートメッセージを発信する発信側端末とショートメッセージを着信する着信側端末
との各々が加入契約するキャリア（carrier；通信事業者）が異なる場合には、当該異な
るキャリア間においてショートメッセージサービス相互接続契約（以下「ＳＭＳ相互接続
契約」という）が結ばれている場合にのみ、発信側端末と着信側端末との間においてショ
ートメッセージを授受することができる。
【０００３】
　このため、発信側端末よりショートメッセージの転送要求を受けた在圏の交換機は、発
信側端末と着信側端末との契約キャリア間でのＳＭＳ相互接続契約の有無を判定し、有り
と判定された場合にのみ、受信したショートメッセージをショートメッセージセンタ（Ｓ
ＭＳＣ；Short Message Service Center）に転送するといった制御を行う必要がある。
　図４には、従来におけるＳＭＳ発着信制御手順を示す。ＳＭＳ発着信制御手順には、発
信側端末からショートメッセージセンタに対してメッセージを送信するＳＭＳ発信（ＳＭ
－ＭＯ；Short Message-Mobile Originating）制御手順と、ショートメッセージセンタ（
以下「センタ」という）から送信されたショートメッセージを着信側端末が受信するＳＭ
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Ｓ着信（ＳＭ－ＭＴ；Message-Mobile Terminated）制御手順との２つの手順が含まれる
。同図を参照しながら、ＳＭＳ発着信制御手順におけるＳＭＳ相互接続契約の判定方法を
説明する。
【０００４】
　まず、ＳＭＳ発信制御手順においては、発信者が、発信側の通信端末１０を操作して、
ショートメッセージとして送信するテキストデータと、着信側の通信端末１０の電話番号
とを入力して発信指示を行うと、発信側の通信端末１０は、入力されたテキストデータと
着信側の通信端末１０の電話番号とを含むショートメッセージ発信信号（ＳＭ－ＭＯ）を
生成して送信する（プロセスＰ１０１）。
【０００５】
　当該ショートメッセージ発信信号は、発信側の通信端末１０が現在位置しているエリア
に対応する（在圏の）交換機２００であって、かつ、発信側の通信端末１０の契約キャリ
アが管理運営する交換機（以下「在圏交換機」という）２００に送信される。在圏交換機
２００は、ショートメッセージ発信信号を受信すると、ＳＭＳ相互接続契約判定を行う（
プロセスＰ１０２）。
【０００６】
　このときに、在圏交換機２００は、受信したショートメッセージ発信信号に含まれる、
着信側の通信端末１０の電話番号から契約キャリアを識別して、ＳＭＳ相互接続契約判定
を行っている。具体的には、在圏交換機２００は、ショートメッセージ発信信号に含まれ
る着信側の通信端末１０の電話番号を取得する。ここでの電話番号は、ＭＳＩＳＤＮ（Mo
bile Station International Integrated Service Digital Network Number）と呼ばれる
体系の番号である。ＭＳＩＳＤＮには、国を識別するＣＣ（Country Code）とキャリアを
識別するＮＤＣ（Network Destination Code）とが含まれている。在圏交換機２００は、
ＭＳＩＳＤＮのＣＣとＮＤＣとに基づいて、着信側の通信端末１０の契約キャリアを判別
する。そして、在圏交換機２００は、自機２００が予め保持しているＳＭＳ相互接続契約
事業者リストの情報に基づいて、着信側の通信端末１０の契約キャリアが自網のキャリア
と相互接続契約を結んでいるか否かを判定する。
【０００７】
　在圏交換機２００は、ＳＭＳ相互接続契約有りと判定された場合には、センタ４０にシ
ョートメッセージ発信信号を転送し（プロセスＰ１０３）、ＳＭＳ相互接続契約無しと判
定された場合には、ショートメッセージ発信信号を転送しない。
　センタ４０は、ショートメッセージ発信信号を受信すると、在圏交換機２００にＳＭ－
ＭＯ応答を返信し（プロセスＰ１０４）、さらに、在圏交換機２００が発信側の通信端末
１０にＳＭ－ＭＯ応答を転送する（プロセスＰ１０５）。これにより、ＳＭＳ発信制御手
順は完了する。
【０００８】
　また、センタ４０は、ショートメッセージ発信信号を受信すると、ＳＭＳ着信制御手順
を実行する。具体的には、センタ４０は、ショートメッセージ着信信号（ＳＭ－ＭＴ）を
、他網との関門となる交換機（以下「関門交換機」という）５００に転送する（プロセス
Ｐ１０６）。関門交換機５００は、ショートメッセージ着信信号を受信すると、着信側の
通信端末１０の在圏位置情報を問い合わせるために、加入者情報を管理する装置であるＨ
ＬＲ３０に、ＳＲＩＦｏｒＳＭ（ルーティング問合せ信号）を送信する（プロセスＰ１０
７）。関門交換機５００は、ＨＬＲ３０よりＳＲＩＦｏｒＳＭａｃｋ（ルーティング応答
信号）を受信すると（プロセスＰ１０８）、着信側の通信端末１０が在圏する交換機への
ルーティングを決定し、当該交換機宛てにショートメッセージ着信信号を転送する（プロ
セスＰ１０９）。関門交換機５００は、ショートメッセージ着信信号転送先よりＳＭ－Ｍ
Ｔ応答を受信すると（プロセスＰ１１０）、センタ４０にＳＭ－ＭＴ応答を転送する（プ
ロセスＰ１１１）。これにより、ＳＭＳ着信制御手順は完了する。なお、ＳＭＳ着信制御
手順においては、発信側の網でＳＭＳ相互接続契約判定処理は行われない。
【０００９】
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　また、特許文献１には、ＳＭＳ相互接続契約を結んでいないキャリアに加入契約してい
る着信側端末に対して、ショートメッセージを転送する技術が開示されている。このよう
な技術においても、発信側端末と着信側端末との各々の契約キャリア間のＳＭＳ相互接続
契約判定を行う必要がある。このように、ショートメッセージ発着信制御手順時において
は、ＳＭＳ相互接続契約の有無を正確に判定することが重要となる。
【特許文献１】特開２００１－１６６３２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　一方、近年では、ナンバーポータビリティの制度が導入されつつある。ナンバーポータ
ビリティとは、通信端末の加入者が別のキャリアに契約を切り替えても、同一の電話番号
での発着信を可能とする制度である。
　着信側端末が、このようなナンバーポータビリティを利用してキャリアを変更した（以
下「ナンバーポータビリティを行った」という）場合に、発信側端末が着信側端末宛てに
ショートメッセージを送信する際に、以下のような不具合が発生する。
【００１１】
　すなわち、ナンバーポータビリティを行った後の着信側端末の契約キャリアと、発信側
端末の契約キャリアとがＳＭＳ相互接続契約を結んでおらず、かつ、ナンバーポータビリ
ティを行う前の着信側端末の契約キャリアと、発信側端末の契約キャリアとがＳＭＳ相互
接続契約を結んでいる場合には、在圏交換機は、ＳＭＳ発信制御手順においてＳＭＳ相互
接続契約有りと判定してしまう。それにも関わらず、着信側端末にショートメッセージは
到着せず、さらに、発信側端末に対して課金されるという事象が発生する場合がある。こ
の判定誤りの理由は、着信側端末の電話番号が、ナンバーポータビリティを行う前の電話
番号と同一であるため、在圏交換機は、ナンバーポータビリティを行う前の着信側端末の
契約キャリアと発信側端末の契約キャリアとの間のＳＭＳ相互接続契約判定を行ってしま
うからである。
【００１２】
　また、逆に、ナンバーポータビリティを行った後の着信側端末の契約キャリアと、発信
側端末の契約キャリアとがＳＭＳ相互接続契約を結んでいる場合でも、ナンバーポータビ
リティを行う前の着信側端末の契約キャリアと、発信側端末の契約キャリアとがＳＭＳ相
互接続契約を結んでいない場合には、在圏交換機は、ＳＭＳ発信制御手順においてＳＭＳ
相互接続契約無しと判定してしまい、センタにショートメッセージ発信信号を転送しない
。このため、発信側端末はショートメッセージを着信側端末に送信することができない。
この判定誤りの理由も上記した理由と同じ理由による。このような判定誤りによって、着
信側端末に転送されるべきショートメッセージが転送されなかったり、着信側端末に転送
されるべきでないショートメッセージがセンタに転送されて不要な課金が発生してしまう
といった不具合が生じていた。
【００１３】
　本発明は上記問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、着信側の通信端末がナ
ンバーポータビリティを行った場合にも、発信側の通信端末と着信側の通信端末とが各々
加入契約するキャリア間におけるショートメッセージ相互接続契約判定を正確に行うこと
ができる相互接続契約判定システム、相互接続契約判定装置、及び、相互接続契約判定方
法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、発信側の通信端末から着信側の
通信端末に発信する際に、該発信側の通信端末に入力される電話番号が、該着信側の通信
端末が加入契約するキャリアが変更される前後において同一であるナンバーポータビリテ
ィに対応可能な相互接続契約判定システムであって、前記発信側の通信端末が現在位置し
ているエリアに対応する在圏交換機が、前記発信側の通信端末より、前記着信側の通信端
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末宛てにショートメッセージの転送を要求するためのショートメッセージ発信信号を受信
した場合に、前記着信側の通信端末が加入契約するキャリアを判定し、該判定されたキャ
リアと前記発信側の通信端末が加入契約するキャリアとの間のショートメッセージサービ
ス相互接続契約の有無を判定した結果、該ショートメッセージサービス相互接続契約有り
と判定された場合にのみ、ショートメッセージの蓄積及び転送の中継を行うショートメッ
セージセンタに、前記ショートメッセージ発信信号を転送する相互接続契約判定システム
において、前記在圏交換機は、前記ショートメッセージ発信信号を受信した場合に、前記
着信側の通信端末の電話番号を含んだルーティング問合せ信号を、前記着信側の通信端末
を識別する情報であって、かつ、前記着信側の通信端末が加入契約するキャリアの変更に
伴って変更される情報である加入者識別情報と、前記着信側の通信端末の電話番号と、を
対応付けて管理する加入者情報管理装置に送信する問合せ手段と、前記問合せ手段により
送信したルーティング問合せ信号に応答して、前記加入者情報管理装置より受信したルー
ティング応答信号に含まれる加入者識別情報を取得する加入者識別情報取得手段と、前記
加入者識別情報取得手段により取得した加入者識別情報に基づいて、前記着信側の通信端
末が加入契約するキャリアを判定する発信時キャリア判定手段とを備え、前記在圏交換機
は、前記発信時キャリア判定手段による判定結果に基づいて、前記ショートメッセージサ
ービス相互接続契約の有無を判定することを特徴とする相互接続契約判定システムを提供
する。
【００１５】
　請求項１に記載の発明によれば、在圏交換機は、加入者情報管理装置より受信したルー
ティング応答信号に含まれる加入者識別情報に基づいて、着信側の通信端末が加入契約し
ているキャリアを判別する。ここで、該加入者識別情報は、ナンバーポータビリティによ
り通信端末が加入契約するキャリアが変更されるのに伴って変更される情報であるため、
在圏交換機は、着信側の通信端末の電話番号がナンバーポータビリティによって変更され
ない場合にも、加入者識別情報に基づいて、着信側の通信端末が加入契約するキャリアを
正確に判定することができる。このため、在圏交換機は、正確に判定されたキャリアに基
づいて、ショートメッセージサービス相互接続契約判定を正確に行うことができる。
【００１６】
　これにより、発信側の契約キャリアと着信側の契約キャリアとの間でショートメッセー
ジサービス相互接続契約が結ばれているにも関わらず、着信側の通信端末にショートメッ
セージが配信されないといった不具合や、ショートメッセージサービス相互接続契約が結
ばれていないにも関わらずショートメッセージ発信信号がショートメッセージセンタに転
送されて不要な課金が発生するといった不具合を防ぐことができる。このように、相互接
続契約判定システムによって、ショートメッセージサービス相互接続契約に基づいた、正
しいショートメッセージの転送を実現することができる。
【００１７】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の相互接続契約判定システムにおいて、前記
ショートメッセージセンタより、前記着信側の通信端末の電話番号を含んだショートメッ
セージ着信信号を受信した場合に、前記加入者情報管理装置に送信したルーティング問合
せ信号に応答して、受信したルーティング応答信号に含まれる加入者識別情報に基づいて
、前記着信側の通信端末が加入契約するキャリアを判定する着信時キャリア判定手段を備
える関門交換機をさらに含み、前記関門交換機は、前記着信時キャリア判別手段により判
定された前記着信側の通信端末が加入契約するキャリアと、前記発信側の通信端末が加入
契約するキャリアとの間のショートメッセージサービス相互接続契約の有無を判定した結
果、該ショートメッセージサービス相互接続契約有りと判定された場合にのみ、前記ショ
ートメッセージ着信信号を前記着信側の通信端末が現在位置しているエリアに対応する在
圏交換機に転送することを特徴とする。
【００１８】
　請求項２に記載の発明によれば、相互接続契約判定システムは、ショートメッセージサ
ービス相互接続契約判定を行う関門交換機をさらに含んでいるため、在圏交換機と関門交
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換機との両方でショートメッセージサービス相互接続契約の有無の判定を行うことができ
る。このため、ＳＭＳ発信制御手順において在圏交換機が取得した加入者識別情報と、Ｓ
ＭＳ着信制御手順において関門交換機が取得した加入者識別情報とが異なる場合には、例
えば、相互接続契約判定システムは、関門交換機により取得された最新の加入者識別情報
による判定結果を採用することができる。このように、二回判定を行うことにより、判定
結果の正確性を高めることができる。
【００１９】
　請求項３に記載の発明は、発信側の通信端末から着信側の通信端末に発信する際に、該
発信側の通信端末に入力される電話番号が、該着信側の通信端末が加入契約するキャリア
が変更される前後において同一であるナンバーポータビリティに対応可能な相互接続契約
判定装置であって、前記発信側の通信端末が現在位置しているエリアに対応する在圏交換
機が、前記発信側の通信端末より、前記着信側の通信端末宛てにショートメッセージの転
送を要求するためのショートメッセージ発信信号を受信した場合に、前記着信側の通信端
末が加入契約するキャリアを判定し、該判定されたキャリアと前記発信側の通信端末が加
入契約するキャリアとの間のショートメッセージサービス相互接続契約の有無を判定する
相互接続契約判定装置において、前記在圏交換機は、前記発信側の通信端末より送信され
た、前記着信側の通信端末宛てにショートメッセージの転送を要求するためのショートメ
ッセージ信号を受信した場合に、前記着信側の通信端末の電話番号を含んだルーティング
問合せ信号を送信する問合せ手段と、前記問合せ手段によりルーティング問合せ信号を送
信したことにより受信したルーティング応答信号に含まれる、前記着信側の通信端末を識
別する情報であって、かつ、前記通信端末が加入契約するキャリアの変更に伴って変更さ
れる情報である、加入者識別情報を取得する加入者識別情報取得手段と、前記加入者識別
情報取得手段により取得した加入者識別情報に基づいて、前記着信側の通信端末が加入契
約するキャリアを判定するキャリア判定手段とを備え、前記キャリア判定手段による判定
結果により、前記ショートメッセージサービス相互接続契約の有無を判定することを特徴
とする相互接続契約判定装置を提供する。
【００２０】
　請求項３に記載の発明によれば、相互接続契約判定装置は、ルーティング応答信号に含
まれる加入者識別情報に基づいて、着信側の通信端末が加入契約するキャリアを発信側の
交換機にて判定する。ここで、該加入者識別情報は、着信側の通信端末を識別する情報で
あって、かつ、前記通信端末が加入契約するキャリアの変更に伴って変更される情報であ
るため、相互接続契約判定装置は、ナンバーポータビリティにより、キャリアの変更に伴
って電話番号が変更されない場合にも、正確に着信側の通信端末が加入契約するキャリア
を判定することができ、さらに、正確に判定されたキャリアに基づいて、ショートメッセ
ージサービス相互接続契約判定を正確に行うことができる。これにより、相互接続契約判
定装置は、正確に判定されたショートメッセージサービス相互接続契約に基づいて、ショ
ートメッセージの転送処理を行うことができるため、判定誤りにより発生する不具合を回
避することができる。 
【００２１】
　また、相互接続契約判定装置は、在圏交換機であっても関門交換機であっても他の装置
であってもよく、ＳＭＳ発着信制御手順時に、少なくともひとつの装置においてショート
メッセージ相互接続契約判定を行うことで、ショートメッセージ相互接続契約判定を正確
に行うことができ、正確な判定結果に基づいて、正しい処理を行うことができる。また、
複数の装置でショートメッセージ相互接続契約判定を行うようにすれば、判定結果の正確
性を高めることができる。
【００２２】
　請求項４に記載の発明は、請求項３に記載の相互接続契約判定装置において、前記キャ
リア判定手段による判定結果に基づいて、前記ショートメッセージサービス相互接続契約
の有無を判定した結果、該ショートメッセージサービス相互接続契約有りと判定された場
合にのみ、前記受信したショートメッセージ信号を前記着信側の通信端末宛てに転送する
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ことを特徴とする。
【００２３】
　請求項４に記載の発明によれば、相互接続契約判定装置は、ショートメッセージサービ
ス相互接続契約有りと判定された場合にのみ、受信したショートメッセージ信号を着信側
の通信端末宛てに転送するため、ショートメッセージサービス相互接続契約を結んでいる
キャリアに加入契約している着信側の通信端末に対してのみ、ショートメッセージを転送
することができる。このため、相互接続契約判定装置は、ショートメッセージサービス相
互接続契約を結んでいないキャリアに加入契約している着信側の通信端末にショートメッ
セージを転送してしまい、誤った課金を発生させたり、または、ショートメッセージサー
ビス相互接続契約を結んでいるキャリアに加入契約している着信側の通信端末に対して、
ショートメッセージを転送しないといった不具合が発生するのを回避することができる。
【００２４】
　請求項５に記載の発明は、発信側の通信端末から着信側の通信端末に発信する際に、該
発信側の通信端末に入力される電話番号が、該着信側の通信端末が加入契約するキャリア
が変更される前後において同一であるナンバーポータビリティに対応可能な相互接続契約
判定方法であって、前記発信側の通信端末が現在位置しているエリアに対応する在圏交換
機では、前記発信側の通信端末より、前記着信側の通信端末宛てにショートメッセージの
転送を要求するためのショートメッセージ発信信号を受信した場合に、前記着信側の通信
端末が加入契約するキャリアを判定し、該判定されたキャリアと前記発信側の通信端末が
加入契約するキャリアとの間のショートメッセージサービス相互接続契約の有無を判定す
る相互接続契約判定方法において、前記在圏交換機によるキャリア判定にあたっては、前
記発信側の通信端末より送信された、前記着信側の通信端末にショートメッセージの転送
を要求するためのショートメッセージ信号を受信した場合に、前記着信側の通信端末の電
話番号を含んだルーティング問合せ信号を送信する問合せステップと、前記問合せステッ
プにおいてルーティング問合せ信号を送信したことにより受信したルーティング応答信号
に含まれる、前記着信側の通信端末を識別する情報であって、かつ、前記通信端末が加入
契約するキャリアの変更に伴って変更される情報である、加入者識別情報を取得する加入
者識別情報取得ステップと、前記加入者識別情報取得ステップにおいて取得した加入者識
別情報に基づいて、前記着信側の通信端末が加入契約するキャリアを判定するキャリア判
定ステップとを有し、前記キャリア判定ステップにおける判定結果により、前記ショート
メッセージサービス相互接続契約の有無を判定することを特徴とする相互接続契約判定方
法を提供する。 請求項５に記載の発明の作用・効果は、請求項３と同様である。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、ルーティング応答信号に含まれる加入者識別情報に基づいて、着信側
の通信端末が加入契約するキャリアを判定し、また、該加入者識別情報は、着信側の通信
端末を識別する情報であって、かつ、通信端末が加入契約するキャリアの変更に伴って変
更される情報であるため、ナンバーポータビリティにより、キャリアの変更に伴って電話
番号が変更されない場合にも、着信側の通信端末が加入契約するキャリアを正確に判定す
ることができる。
【００２６】
　このため、正確に判定された通信端末の契約キャリアに基づいて、ショートメッセージ
サービス相互接続契約判定を正確に行うことができるため、正確な判定結果に基づいて、
ショートメッセージの転送処理を行うことができる。
　また、ショートメッセージサービス相互接続契約判定を行う装置は、在圏交換機であっ
ても関門交換機であっても他の装置であってもよく、ＳＭＳ発着信制御手順時に、少なく
ともひとつの装置において着信側の通信端末が加入契約するキャリアを判定することによ
って、ショートメッセージサービス相互接続契約判定を正確に行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
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　次に、図面を参照しながら、本発明を実施するための最良の形態について説明する。な
お、以下の説明において参照する各図においては、他の図と同等部分に同一符号が付され
ている。
［１．構成］
［１．１．全体構成］
　図１は、本発明の実施形態に係るＳＭＳ相互接続契約判定システム１全体の構成を示す
ブロック図である。このＳＭＳ相互接続契約判定システム１は、３ＧＰＰ（3rd Generati
on Partnership Project）の規格に準拠した第３世代移動通信ネットワークである。同図
に示すように、ＳＭＳ相互接続契約判定システム１は、通信端末１０と、通信端末１０が
現在位置しているエリアに対応する交換機（ＭＳＣ；Mobile Switching Center、以下「
在圏交換機」という）２０と、通信端末１０の加入者情報や在圏位置情報を管理する加入
者情報管理装置（ＨＬＲ； Home Location Register、以下「ＨＬＲ」という）３０と、
ショートメッセージの転送や蓄積制御を行うセンタ（ＳＭＳＣ）４０と、着信処理や他網
との接続制御を行う関門の交換機（ＧＭＳＣ；Gateway Mobile Switching Center、以下
「関門交換機」という）５０と、これらの装置を相互に接続する通信網とを備えている。
【００２８】
　なお、同図においては、これらの装置１０～５０は各々一つずつ図示されているが、実
際には複数存在する。以下の説明では、複数の通信端末１０各々を特に区別する必要があ
る場合を除いて、同一の符号を用いて説明する。在圏交換機２０、ＨＬＲ３０、センタ４
０、及び、関門交換機５０についても同様とする。
　通信端末１０は、３ＧＰＰの規格に準拠した、既存の移動通信端末である。通信端末１
０には、ＵＩＭ（User Identify Module）が装着されている。ＵＩＭとは、移動通信サー
ビスに加入契約している加入者情報が記憶されたＩＣ（Integrated Circuit）カードであ
る。ＵＩＭのメモリには、ＭＳＩＳＤＮとＩＭＵＩ（International Mobile User Identi
fier）とが記憶されている。
【００２９】
　ＭＳＩＳＤＮは、通信端末１０から他の通信端末１０に対して発呼する際に、発信者が
通信端末１０の操作ボタンを操作して入力する、いわゆる「電話番号」である。通信端末
１０がナンバーポータビリティを行う前後で、ＵＩＭに記憶されるＭＳＩＳＤＮは変更さ
れない。このため、発信側の通信端末１０は、ナンバーポータビリティを行った通信端末
１０に対して、ナンバーポータビリティを行う前の電話番号と同一の電話番号により発呼
することができる。
【００３０】
　ＩＭＵＩは、移動通信ネットワークにおいて加入者を識別するための識別子であり、通
信端末１０を呼び出したり位置登録をしたりする際に用いられる。ＩＭＵＩは、国を識別
するＭＣＣ（Mobile Country Code）と、キャリアを識別するＭＮＣ（Mobile Network Co
de）と、加入者を識別するＭＳＩＮ（Mobile Subscriber Identification Number）とを
含んで構成される。通信端末１０がナンバーポータビリティを行う際には、ＵＩＭに記憶
されるＩＭＵＩは、新たな契約キャリアに対応した番号に変更される。このため、通信端
末１０の契約キャリアは、ＩＭＵＩのＭＣＣとＭＮＣとによって正確に識別されることと
なる。
【００３１】
　なお、ここでは、前提として、通信端末１０は、ショートメッセージサービスに加入契
約しているものとする。
　ＳＭＳ発信制御手順において、発信側の通信端末１０は、着信側の通信端末１０宛てに
ショートメッセージ発信信号（以下「ＳＭＳ発信信号」という）を送信する。当該ＳＭＳ
発信信号には、発信側の通信端末１０から入力された、着信側の通信端末１０のＭＳＩＳ
ＤＮと、ショートメッセージとして着信側の通信端末１０に送信するためのテキストデー
タとが含まれる。
【００３２】
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　ＨＬＲ３０は既存の装置であり、通信端末１０の加入者情報や在圏位置情報を管理する
データベースを備えている。加入者情報には、ＭＳＩＳＤＮと、ＩＭＵＩと、ショートメ
ッセージサービス等のサービスに加入契約しているか否かを表すサービス情報とが含まれ
る。
　ＨＬＲ３０は、通信端末１０から在圏交換機２０経由でアタッチ要求を受信した場合に
、在圏交換機２０に対して、データベースで管理されている、通信端末１０の加入者情報
を送信する。また、ＨＬＲ３０は、アタッチ要求により受信した在圏交換機２０のアドレ
ス情報を、通信端末１０の在圏位置情報としてデータベースで管理する。
【００３３】
　また、ＨＬＲ３０は、ＳＲＩｆｏｒＳＭ（ルーティング問合せ信号）を受信したときに
、ＳＲＩｆｏｒＳＭに含まれるＭＳＩＳＤＮに基づいて、対応するＩＭＵＩをデータベー
スより取得する。さらに、ＨＬＲ３０は、ＭＳＩＳＤＮで識別される通信端末１０が在圏
する在圏交換機２０のアドレス情報をデータベースより取得し、在圏交換機２０に対して
問い合わせを行い、通信端末１０が在圏交換機２０に在圏することを確認する。そして、
ＨＬＲ３０は、取得したＩＭＵＩと在圏交換機２０のアドレス情報とを含むＳＲＩｆｏｒ
ＳＭａｃｋ（ルーティング応答信号）を生成し、生成したＳＲＩｆｏｒＳＭａｃｋを、Ｓ
ＲＩｆｏｒＳＭ送信元の装置に返信する。
　センタ４０は既存の装置であり、発信側の通信端末１０から着信側の通信端末１０に発
信されたショートメッセージの転送を中継したり、ＳＭＳ着信制御手順において、着信側
の通信端末１０に転送できなかったショートメッセージを一時的に蓄積する。
【００３４】
［１．２．在圏交換機］
　次に、在圏交換機２０について説明する。在圏交換機２０は、自機２０の無線通信サー
ビスのエリア内に位置する（在圏する）通信端末１０の無線通信を制御する。在圏交換機
２０は、一般的なサーバであり、ハードウェア構成として、在圏交換機２０全体を制御す
るＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＯＭ（Read Only Memory）とＲＡＭ（Random 
Access Memory）とハードディスクとを含む記憶部、及び、通信網を介して外部装置との
データの授受を制御する通信インターフェースを備えている。
【００３５】
　在圏交換機２０の記憶部には、各種ソフトウェアが記憶されている。例えば、在圏交換
機２０の記憶部には、自網のキャリアと着信側の通信端末１０が加入契約するキャリアと
の間のＳＭＳ相互接続契約判定を行うためのＳＭＳ相互接続契約事業者リストの情報が記
憶されている。また、在圏交換機２０の記憶部には、在圏の通信端末１０の加入者情報を
蓄積しておくためのデータベースであるＶＬＲ（Visitor Location Register）が設けら
れている。ＶＬＲには、アタッチ時にＨＬＲ３０よりダウンロードされた通信端末１０の
加入者情報が記憶される。
【００３６】
　また、在圏交換機２０の記憶部に記憶されているプログラムの中には、従来からの在圏
交換機２０の機能を実現するためのプログラムの他に、本発明に特徴的なプログラムとし
て、ＳＭＳ発信信号を受信したときにＳＲＩｆｏｒＳＭを送信するためのプログラムや、
ＩＭＵＩよりキャリアを判定するためのプログラムが記憶されている。
　在圏交換機２０のＣＰＵが、これらのプログラムを記憶部より読み出して実行すること
により、図２に示す機能部が交換機２０に実現される。以下、同図に示す各機能部につい
て説明する。
【００３７】
　問合せ部２１は、発信側の通信端末１０より、ＳＭＳ発信信号を受信した場合に、受信
したＳＭＳ発信信号に含まれる着信側の通信端末１０のＭＳＩＳＤＮを取得する。問合せ
部２１は、取得したＭＳＩＳＤＮより、着信側の通信端末１０の加入者情報を管理するＨ
ＬＲ３０を判定する。問合せ部２１は、着信側の通信端末１０のＭＳＩＳＤＮを含んだＳ
ＲＩｆｏｒＳＭを生成する。そして、問合せ部２１は、生成したＳＲＩｆｏｒＳＭを、通
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信インターフェースを介して、着信側の通信端末１０の加入者情報を管理するＨＬＲ３０
に送信する。なお、このＳＲＩｆｏｒＳＭは、着信側の通信端末１０の在圏位置情報を問
い合わせるために送信される既存の信号である。
【００３８】
　加入者識別情報取得部２２は、問合せ部２１が送信したＳＲＩｆｏｒＳＭに応答して、
ＨＬＲ３０よりＳＲＩｆｏｒＳＭａｃｋを受信した場合に、ＳＲＩｆｏｒＳＭａｃｋに含
まれるＩＭＵＩを取得する。
　発信時キャリア判定部２３は、加入者識別情報取得部２２が取得したＩＭＵＩに含まれ
るＭＣＣとＭＮＣとに基づいて、着信側の通信端末１０が加入契約するキャリアを判定す
る。
【００３９】
　また、在圏交換機２０は、従来からの機能として、以下の機能を備えている。すなわち
、在圏交換機２０は、発信側の通信端末１０からＳＭＳ発信信号を受信したときに、ＶＬ
Ｒより発信側の通信端末１０のサービス情報を取得する。在圏交換機２０は、取得したサ
ービス情報より、発信側の通信端末１０がショートメッセージサービスに加入しているか
否かを確認し、ＳＭＳ発信信号の転送可否を判断する。
【００４０】
　さらに、在圏交換機２０は、発信時キャリア判定部２３により判定された着信側の通信
端末１０の契約キャリアと、発信側の通信端末１０が加入契約する自網のキャリアとの間
のＳＭＳ相互接続契約の有無を、ＳＭＳ相互接続契約事業者リストに基づいて判定する。
在圏交換機２０は、判定した結果、ＳＭＳ相互接続契約有りと判定された場合には、受信
したＳＭＳ発信信号をセンタ４０に転送する。
　また、在圏交換機２０は、ＳＭＳ着信制御手順時に、センタ４０から転送された、ショ
ートメッセージ着信信号（以下「ＳＭＳ着信信号」という）を受信した場合には、当該Ｓ
ＭＳ着信信号を着信側の通信端末１０宛てに転送する。
【００４１】
［１．３．関門交換機］
　次に、関門交換機５０について説明する。関門交換機５０は、在圏交換機２０と同様に
、一般的なサーバのハードウェア構成を備えている。関門交換機５０の記憶部には、従来
からの関門交換機５０の機能を実現するためのプログラムの他に、本発明に特徴的なＳＭ
Ｓ相互接続契約を判定するためのプログラムやＳＭＳ相互接続契約事業者リスト等のデー
タが記憶されている。
　関門交換機５０のＣＰＵが記憶部に記憶されているプログラムを読み出して実行するこ
とにより、図３に示す機能部が実現される。以下、同図に示す各機能部について説明する
。
【００４２】
　問合せ部５１は、関門交換機５０が従来より備えている機能であり、在圏交換機２０の
問合せ部２１と略同様の機能を有している。具体的には、問合せ部５１は、センタ４０よ
りＳＭＳ着信信号を受信した場合に、当該ＳＭＳ発信信号に含まれる着信側の通信端末１
０のＭＳＩＳＤＮを取得する。問合せ部５１は、取得したＭＳＩＳＤＮより、着信側の通
信端末１０の加入者情報を管理するＨＬＲ３０を判定する。問合せ部５１は、当該ＭＳＩ
ＳＤＮを含んだＳＲＩｆｏｒＳＭを生成する。そして、問合せ部５１は、生成したＳＲＩ
ｆｏｒＳＭを、通信インターフェースを介して、着信側の通信端末１０の加入者情報を管
理するＨＬＲ３０に送信する。
【００４３】
　加入者識別情報取得部５２は、本発明に特徴的な機能であり、ＨＬＲ３０より、ＳＲＩ
ｆｏｒＳＭの応答としてＳＲＩｆｏｒＳＭａｃｋを受信した場合に、当該ＳＲＩｆｏｒＳ
Ｍａｃｋに含まれるＩＭＵＩを取得する。
　着信時キャリア判定部５３は、本発明に特徴的な機能であり、加入者識別情報取得部２
２が取得したＩＭＵＩに含まれるＭＣＣとＭＮＣとに基づいて、着信側の通信端末１０が
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加入契約するキャリアを判定する。
【００４４】
　さらに、本発明に特徴的な機能として、関門交換機５０は、着信時キャリア判定部５３
により判定された着信側の通信端末１０の契約キャリアと、発信側の通信端末１０が加入
契約する自網のキャリアとの間のＳＭＳ相互接続契約の有無を、ＳＭＳ相互接続契約事業
者リストの情報に基づいて判定する。この結果、ＳＭＳ相互接続契約有りと判定された場
合に、関門交換機５０は、受信したＳＭＳ発信信号を着信側の通信端末１０が在圏する在
圏交換機２０に転送する。
　また、関門交換機５０は、従来からの機能として、ＳＲＩｆｏｒＳＭａｃｋに含まれる
、着信側の通信端末１０が在圏する在圏交換機２０のアドレス情報に基づいて、当該在圏
交換機２０へのルーティングを決定する。
【００４５】
［２．動作］
　次に、上記構成におけるＳＭＳ発着信制御手順における動作を、図１を参照しながら説
明する。以下では、ショートメッセージ発信側の通信端末１０を発信側端末１０ａ、ショ
ートメッセージ着信側の通信端末１０を着信側端末１０ｂとして説明する。ここでは、発
信側端末１０ａと着信側端末１０ｂとが各々加入契約するキャリアは異なっているものと
する。また、図１に示す在圏交換機２０、センタ４０、及び、関門交換機５０は、発信側
端末１０ａが加入契約するキャリアによって管理運営されているものとする。
【００４６】
［２．１．ＳＭＳ発信（ＳＭ－ＭＯ）制御手順］
　ここでは、まず、本発明によるＳＭＳ発信（ＳＭ－ＭＯ）制御手順について説明する。
　まず、発信者は、発信側端末１０ａを操作して、ショートメッセージとして送信するテ
キストデータを入力する。次いで、発信者は、着信側端末１０ｂの電話番号（ＭＳＩＳＤ
Ｎ）を入力して、発信指示を行う。
　これにより、発信側端末１０ａは、着信側端末１０ｂ宛てのショートメッセージ転送を
要求するためのＳＭＳ発信信号（ＳＭ－ＭＯ）を生成する。具体的には、発信側端末１０
ａは、自端末１０ａに装着されているＵＩＭより加入者情報を読み出す。次いで、発信側
端末１０ａは、読み出した加入者情報と、入力された着信側端末１０ｂのＭＳＩＳＤＮと
を含むＳＭＳ発信信号を生成し、当該生成したＳＭＳ発信信号を送信する（プロセスＰ１
）。
【００４７】
　発信側端末１０ａより送信されたＳＭＳ発信信号は、発信側端末１０が加入契約してい
るキャリアが管理運営する在圏交換機２０に送信される。在圏交換機２０はＳＭＳ発信信
号を受信すると、ＶＬＲに記憶されている発信側端末１０ａの加入者情報を読み出して、
ショートメッセージサービスの加入契約の有無を確認する。
　その後、従来においては、在圏交換機２０は、ＳＭＳ発信信号に含まれるＭＳＩＳＤＮ
に基づいて、ＳＭＳ相互接続契約判定を行っていたが、本発明においてはこれを行わず、
在圏交換機２０の問合せ部２１は、ＭＳＩＳＤＮから着信側端末１０ｂの加入者情報を管
理しているＨＬＲ３０を判別する。問合せ部２１は、着信側端末１０ｂのＭＳＩＳＤＮを
含むＳＲＩＦｏｒＳＭを生成する。そして、問合せ部２１は、生成したＳＲＩＦｏｒＳＭ
を、ＨＬＲ３０に送信する（プロセスＰ２）。
【００４８】
　ＨＬＲ３０は、ＳＲＩＦｏｒＳＭを受信すると、従来の手順に従い、ＳＲＩＦｏｒＳＭ
に含まれる着信側端末１０ｂのＭＳＩＳＤＮに基づいて、ＭＳＩＳＤＮに対応するＩＭＵ
Ｉをデータベースより取得する。また、ＨＬＲ３０は、着信側端末１０ｂが在圏する在圏
交換機２０のアドレス情報をデータベースより取得する。そして、ＨＬＲ３０は、ＩＭＵ
Ｉと在圏交換機２０のアドレス情報とを含むＳＲＩＦｏｒＳＭａｃｋを返信する（プロセ
スＰ３）。
【００４９】
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　在圏交換機２０がＨＬＲ３０からＳＲＩＦｏｒＳＭａｃｋを受信すると、加入者識別情
報取得部２２は、このＳＲＩＦｏｒＳＭａｃｋに含まれる着信側端末１０ｂのＩＭＵＩを
取得する。
　発信時キャリア判定部２３は、着信側端末１０ｂのＩＭＵＩに含まれるＭＣＣとＭＮＳ
とに基づいて、着信側端末１０ｂが加入契約するキャリアを判定する。
【００５０】
　次いで、在圏交換機２０は、従来の手順通り、着信側端末１０ｂが加入契約しているキ
ャリアが、発信側端末１０ａが加入契約している自網のキャリアとＳＭＳ相互接続契約を
結んでいるか否かを、ＳＭＳ相互接続契約事業者リストの情報に基づいて判定する（プロ
セスＰ４）。
　ＳＭＳ相互接続契約有りと判定された場合は、在圏交換機２０は、センタ４０にＳＭＳ
発信信号を転送する（プロセスＰ５）。
　センタ４０は、ＳＭＳ発信信号を受信すると、ＳＭ－ＭＯ応答を在圏交換機２０に送信
し（プロセスＰ６）、在圏交換機２０がこのＳＭ－ＭＯ応答を発信側端末１０に転送する
（プロセスＰ７）。以上により、ＳＭＳ発信制御手順が完了する。
【００５１】
［２．２．ＳＭＳ着信（ＳＭ－ＭＴ）制御手順］
　次に、ＳＭＳ着信（ＳＭ－ＭＴ）制御手順について解説する。
　ＳＭＳ着信制御手順時に、センタ４０は、着信側端末１０ｂのＭＳＩＳＤＮを含んだＳ
ＭＳ着信信号（ＳＭ－ＭＴ）を生成し、当該生成したＳＭＳ着信信号を関門交換機５０に
転送する（プロセスＰ８）。
　関門交換機５０はＳＭＳ着信信号を受信すると、従来通り、ＳＭＳ着信信号に含まれる
ＭＳＩＳＤＮを含んだＳＲＩＦｏｒＳＭを生成する。問合せ部５１は、着信側端末１０ｂ
の加入者情報を管理しているＨＬＲ３０に、ＳＲＩＦｏｒＳＭを送信する（プロセスＰ９
）。
【００５２】
　ＨＬＲ３０は、ＳＲＩＦｏｒＳＭを受信すると、上述した［２．１．ＳＭＳ発信制御手
順］における手順と同様に、従来通り、ＳＲＩＦｏｒＳＭａｃｋを生成し、関門交換機５
０に返信する（プロセスＰ１０）。
　関門交換機５０は、ＨＬＲ３０よりＳＲＩＦｏｒＳＭａｃｋを受信すると、従来通り、
ＳＲＩＦｏｒＳＭａｃｋに含まれる、着信側端末１０ｂが在圏する在圏交換機２０のアド
レス情報を基に、在圏交換機２０へのルーティングを決定する。
【００５３】
　また、従来と異なる手順として、加入者識別情報取得部５２は、受信したＳＲＩＦｏｒ
ＳＭａｃｋに含まれるＩＭＵＩを取得する。着信時キャリア判定部５３は、加入者識別情
報取得部５２により取得された、着信側端末１０ｂのＩＭＵＩに含まれるＭＣＣとＭＮＳ
とに基づいて、着信側端末１０ｂが加入契約するキャリアを判定する。そして、関門交換
機５０は、着信時キャリア判定部５３により判定された判定結果に基づいて、ＳＭＳ相互
接続契約判定を行う（プロセスＰ１１）。
【００５４】
　関門交換機５０は、ＳＭＳ相互接続契約有りと判定された場合は、着信側端末１０ｂが
在圏する他網の在圏交換機２０に向けてＳＭＳ着信信号を転送する（プロセス１２）。他
網の在圏交換機２０よりＳＭ－ＭＴ応答を受信した場合（プロセスＰ１３）、関門交換機
５０は、センタ４０にＳＭ－ＭＴ応答を転送する（プロセスＰ１４）。これにより、ＳＭ
Ｓ着信制御手順が完了する。
【００５５】
　このように、ＳＭＳ発信制御手順時に加えて、ＳＭＳ着信制御手順時においてもＳＭＳ
相互接続契約判定を行うことで、例えば、ＳＭＳ発信制御手順においてＳＭＳ相互接続契
約有りと判定された後に着信側端末１０ｂの契約キャリアの変更がなされた場合には、Ｓ
ＭＳ着信制御手順においてＳＭＳ相互接続契約無しと判定されるため、最新のＩＭＵＩの
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情報内容に基づいて、より正確なＳＭＳ相互接続契約判定を行うことができる。
【００５６】
　以上説明したように、本発明は、移動通信ネットワークにおけるＳＭＳ発着信制御手順
において、在圏交換機２０がＨＬＲ３０に対してＳＲＩＦｏｒＳＭを送信し、その応答と
してＳＲＩＦｏｒＳＭａｃｋを受信することで着信側端末１０ｂのＩＭＵＩを取得し、こ
のＩＭＵＩを用いてＳＭＳ相互接続契約判定を行うことで、着信側端末１０ｂの契約キャ
リアを正確に把握しＳＭＳ相互接続契約判定を正確に行うことを可能とする。これにより
、着信側端末１０ｂがナンバーポータビリティを行っている場合にも、着信側端末１０ｂ
の契約キャリアを正確に把握することができ、ＳＭＳ相互接続契約判定を問題なく行うこ
とができる。
【００５７】
　また、本発明は、従来より使用している信号（ＳＲＩＦｏｒＳＭ、ＳＲＩＦｏｒＳＭａ
ｃｋ）を利用して実現することができるため、ＨＬＲ３０への機能追加、設備増強等の必
要がない。また、通信端末１０やセンタ４０にも機能追加する必要がないため、低コスト
で本発明を実施することが可能となる。
　また、ＳＭＳ着信制御手順時においても、関門交換機５０がＳＭＳ相互接続契約判定を
行うことで、ＩＭＵＩの情報内容がＳＭＳ発信制御手順時に取得した内容と相違があった
場合や、ＳＭＳ発信制御手順時にＳＭＳ相互接続契約判定をしない方法をとる場合にも、
ＳＭＳ相互接続契約判定を正確に行うことができる。
【００５８】
　なお、上述した実施形態においては、ＳＭＳ相互接続契約判定システム１は、３ＧＰＰ
に準拠した移動通信ネットワークであるとして説明したが、これに限定されず、電話番号
（ＭＳＩＳＤＮ）に相当する情報と加入者識別情報（ＩＭＵＩ）に相当する情報とを保持
している通信端末１０が、ショートメッセージを送受信することが可能な通信ネットワー
クであればよく、例えば、次世代の通信ネットワークでも、２Ｇ（第２世代）の移動通信
ネットワークでもよい。また、ショートメッセージとして送信するデータは、テキストデ
ータに限られず、例えば、画像データでもよい。
【００５９】
　また、上述した実施形態においては、ＳＭＳ発着信制御手順時に、在圏交換機２０と関
門交換機５０とにおいてＳＭＳ相互接続契約判定を行うようにしたが、これに限定されず
、いずれか一方の装置で判定を行うようにしてもよいし、例えば、センタ４０等の他の装
置で判定を行うようにしてもよい。
　また、上述した実施形態においては、ＳＭＳ相互接続契約リストの情報に基づいてＳＭ
Ｓ相互接続契約判定を行うとしたが、判定方法はこれに限定されず、例えば、プログラム
によって判定するようにしてもよい。
　また、上述した実施形態においては、既存の信号を用いてＩＭＵＩを取得するようにし
たが、これに限定されず、ＩＭＵＩを取得するための新たな信号を用いるようにしてもよ
い。
【産業上の利用可能性】
【００６０】
　本発明は、ナンバーポータビリティ対応が必要な分野や、キャリアを判定したり、相互
接続契約判定を行うことが必要な分野に利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】本発明の実施の形態に係るＳＭＳ相互接続契約判定システムの構成を示すブロッ
ク図である。
【図２】同実施の形態に係る在圏交換機の機能構成を示すブロック図である。
【図３】同実施の形態に係る関門交換機の機能構成を示すブロック図である。
【図４】従来のＳＭＳ発着信制御手順を説明するための図である。
【符号の説明】
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【００６２】
１　　　ＳＭＳ相互接続契約判定システム
１０　　通信端末
１０ａ　発信側端末
１０ｂ　着信側端末
２０　　在圏交換機
２１　　問合せ部
２２　　加入者識別情報取得部
２３　　発信時キャリア判定部
３０　　ＨＬＲ（加入者情報管理装置）
４０　　センタ（ショートメッセージセンタ）
５０　　関門交換機
５１　　問合せ部
５２　　加入者識別情報取得部
５３　　着信時キャリア判定部

【図１】 【図２】

【図３】



(16) JP 4056971 B2 2008.3.5

【図４】



(17) JP 4056971 B2 2008.3.5

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｈ０４Ｑ   7/26     (2006.01)           　　　　           　　　　          　　　　　
   Ｈ０４Ｑ   7/30     (2006.01)           　　　　           　　　　          　　　　　

(72)発明者  高橋　真由美
            東京都千代田区永田町二丁目１１番１号　株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ内
(72)発明者  氏野　武志
            東京都千代田区永田町二丁目１１番１号　株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ内

    審査官  浦口　幸宏

(56)参考文献  特表２００２－５０３４０４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０５－２６００９４（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｂ　　７／２４－　７／２６
              Ｈ０４Ｌ　１２／００－１２／２６
              Ｈ０４Ｌ　１２／５０－１２／６６
              Ｈ０４Ｍ　　３／００
              Ｈ０４Ｍ　　３／１６－　３／２０
              Ｈ０４Ｍ　　３／３８－　３／５８
              Ｈ０４Ｍ　　７／００－　７／１６
              Ｈ０４Ｍ　１１／００－１１／１０
              Ｈ０４Ｑ　　７／００－　７／３８


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

